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助成制度を用いて街路防犯灯を設置する場合は次の条件を熟読し申請していただきます

ようお願い致します。 

 

適用条件 

 

・申請者資格 

地域活動協議会や町会又は地域を代表する方で、街路防犯灯の電気料金及び付属部

品類の取替等修理の費用を負担し、一切の維持管理を良好に行える方 

 ・設置できない場所 

   街路防犯灯は、道路を照らすためのものです。よって、道路以外（公園、駐車場、

住宅の敷地内など）を照らすという、単に防犯目的のみでは設置できません。 

   防犯灯設置箇所１箇所に対し、２灯以上取り付けできません。 

・設置する灯具 

本市が定めた基準に合致した LED灯具（申請者が灯具を指定はできません） 

・適用範囲 

  新設又は取替 

※取替とは、老朽化及び破損が激しく、器具交換が必要と判断されるものが対象とな

ります。付属部品類の取替や修理（自動点滅器等）で機能が回復するものについて

は対象外となります。 

 ・取替する既設防犯灯の処理 

   既設防犯灯は申請者で処分を行ってください。 

※本市にて既設防犯灯を取外し申請者へ返納させていただきます。 

・申請者負担 

新規にポール等設置する場合の設置費用及び日常の維持管理費用（電気代、附属部 

品類（自動点滅器等）の取替や修理代）については全額申請者負担となります。 

 ・防犯灯の設置高さ 

街路防犯灯の取付けの高さは、次のとおりとします。 

設 置 箇 所 電柱（関西電力・NTT） 軒付け・ポール 

自動車の通行 可 不可 可 不可 

取り付け高さ 4.5m以上 3.0m以上 4.5m以上 2.5m以上 

  ※私道の既設灯具取替は、上記により難い場合は元位置取付を含め本市が認めた位置とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・承認印について 

街路防犯灯を設置するには、その電柱管理者（関西電力・NTT等）及び土地所有者

の承認が必要です。申請書のそれぞれの承認欄に承認印をもらってください。関西電

力・NTTの営業所の所在地は、区役所の担当者にご確認ください。 

※電柱管理者（関西電力・NTT等）については承認までに約 1カ月かかりますのでご

承知ください。 

 

（参考） 

設置場所 

必要承認者欄 

電柱管理者 土地所有者 
建物・ポール

所有者 

居住者 

使用者 

市道 
関電・NTT柱等 ○    

個人所有のポール等   ○  

民地内 
関電・NTT柱等 ○ ○   

個人所有のポール等  ○ ○  

家屋、建築物  ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

申請に必要な書類  

・「街路防犯灯設置助成申請書」（区役所にあります） 

・「街路防犯灯設置助成申請書別紙」（区役所にあります） 

・「設置箇所承認用紙」（区役所にあります）     

・「電気料金等請求先記入用紙」（区役所にあります） 

・街路防犯灯を設置する場所の「地図」 

・設置場所がわかる「写真」１枚 

 

※申請後、申請者の都合により辞退される場合は「辞退届」（区役所にあります）を必ずご

提出ください。 

 

その他 

１．新規にポール等を設置される場合は、事前に建設局にご確認ください。 

 ・中浜工営所  ６９６９－２６５６ （城東区、都島区、旭区、鶴見区） 

 ・田島工営所  ６７５１－５０００ （生野区、東成区、天王寺区） 

 ・津守工営所  ６５６７－６４９５ （西成区、浪速区、大正区） 

 ・市岡工営所  ６５７６－０７６１ （港区、西区、中央区） 

 ・住之江工営所  ６６８６－０４３４ （住之江区、住吉区） 

 ・平野工営所  ６７０５－０１０２ （東住吉区、平野区、阿倍野区） 

 ・野田工営所  ６４６６－２１５７ （北区、福島区、此花区） 

 ・十三工営所  ６３０６－１８８１ （西淀川区、淀川区、東淀川区、） 

 

２．電気料金 

《参考》（令和５年２月現在 燃料費調整額は含まず） 

   LED１０VA型  年間 約１，６００円（税込み） 

 

 

街路防犯灯（LED）のイメージ図 

 

            

     

 



受付とご相談 

受付と申請に関するご相談は、各区役所の街路防犯灯設置助成 

担当までお問い合わせ下さい。 

  北  区 ６３１３－９７３４   東淀川区 ４８０９－９７３４ 

  都 島 区 ６８８２－９７３４   東 成 区 ６９７７－９７３４ 

  福 島 区 ６４６４－９７３４   生 野 区 ６７１５－９７３４ 

  此 花 区 ６４６６－９７３４   旭    区 ６９５７－９７３４ 

  中 央 区 ６２６７－９７３４   城 東 区 ６９３０－９７３４ 

  西    区 ６５３２－９７３４   鶴 見 区 ６９１５－９７３４ 

  港    区 ６５７６－９７３４   阿倍野区 ６６２２－９７３４ 

  大 正 区 ４３９４－９７３４   住之江区 ６６８２－９７３４ 

  天王寺区 ６７７４－９７３４   住 吉 区 ６６９４－９７３４ 

  浪 速 区 ６６４７－９７３４   東住吉区 ４３９９－９７３４ 

  西淀川区 ６４７８－９７３４   平 野 区 ４３０２－９７３４ 

  淀 川 区 ６３０８－９７３４   西 成 区 ６６５９－９７３４ 
 

 

申請から設置まで 

 

申請者      申請書を区役所へ提出（申請書の記入・電柱管理者の承認など） 

 

              受           付         

 

大阪市              審           査         

 

         助 成 決 定         助 成 却 下    

                 設置助成決定通知書       通知書 

申請者         受     領         受     領    

 

 

         工 事 発 注    

 

大阪市         工 事 完 了     

 

            引   渡   し     

引渡書 

申請者            受     領    


